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１.財政健全化に向けて
○２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期
高齢者となる節目の年であり、社会保障給付の急
増が見込まれる「２０２５年問題」と称されている。
政府が歳出・歳入の一体改革に本気で取り組めば、
２０２５年度のＰＢ黒字化は決して達成できない目標
ではないことを強調しておきたい。
○感染症拡大が収束段階になった際には、税制だ
けではなく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感
をもって日本経済の本格的な回復に向けた施策を
講じる必要がある。なお、相応の需要喚起を行うこ
とも必要ではあるが、それがバラマキ政策となら
ないよう十分配慮すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後
には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよ
う準備を進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出に
ついては、聖域を設けずに分野別の具体的な削減
の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行する
よう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にある。適
正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点
化・効率化」によって可能な限り抑制しないかぎり、
持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化は
達成できない。
○社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。
これを踏まえ公平性を確保したうえで、その役割と
範囲を改めて見直す必要がある。次なる新型感染
症が発生した場合に備える意味でも、抜本的な医

療制度改革の議論を開始する必要がある。
○医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジ
タル化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。
令和４年度は診療報酬の改定年となるが、給付の
急増を抑制するために診療報酬（本体）の配分等を
見直すとともに、ジェネリックの普及率をさらに高
める。

3．行政改革の徹底
○地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」
の精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施策につ
いて、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革
を断行するよう強く求める。
・国･地方における議員定数の大胆な削減、歳費の
抑制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の公
務員削減と能力を重視した賃金体系による人件
費の抑制。

１．新型コロナウイルスへの対応
○中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済
の活性化と雇用の確保などに大きく貢献している。
いわば経済社会の土台ともいえる存在であり、こ
れが立ち行かなくなれば、経済全体にとっても取り
返しのつかない事態に陥る。政府と自治体は複雑
で多岐にわたるコロナ対策の周知・広報を徹底す
るとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな
給付を行い、中小企業が存続を図れるよう全力で
取り組む必要がある。

2．法人税関係
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を

本則化すべきである。また、昭和５６年以来、８００万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。
○租税特別措置については、公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整
理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革
新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり
制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例措置については、損金算入額の上限（合計３００
万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、そ
れが直ちに困難な場合は、令和４年３月末日まで
となっている特例措置の適用期限を延長する。

3．消費税関係
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コスト
および税収確保などの観点から問題が多い。この
ため、かねてから税率１０％程度までは単一税率が
望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見
直しで対応するのが適当であることを指摘してき
た。国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて
見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
り重要な課題となっている。消費税の制度、執行面
においてさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」
導入に向け、本年１０月より「適格請求書発行事業
者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事
業者等の事業継続に大きな困難をもたらしており、
さらなる事務負担を求めれば休廃業を加速するこ
とになりかねない。現行の「区分記載請求書等保存
方式」を当面維持するなど、弾力的な対応を求める。

4．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
る。中小企業が相続税の負担等によって事業が承
継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことに
なる。平成３０年度の税制改正では比較的大きな見
直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要
である。
○我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本
格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に
資する相続については、事業従事を条件として他
の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業
用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の
創設を求める。
○取引相場のない株式の評価については、企業規

模や業種によって多様であるが、企業価値を高め
るほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が
あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが
指摘されている。取引相場のない株式は換金性に
乏しいこと等を考慮し、評価のあり方を見直すべき
である。

　○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
や行政組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応
じた役割分担がなされていなかったことが浮き彫
りとなった。これを機に、緊急時の医療体制を整備
する必要があるが、そのためには国と地方、さらに
自治体間の情報共有が不可欠であり、改めて広域
行政の必要性を強調しておきたい。

 ○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域民間の知恵と工夫により、
新たな地場技術やビジネス手法を開発していくこ
とが不可欠である。その際に最も重要なのは、地
方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任で必
要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案し実
行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和
３年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創生
期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円滑か
つ着実な遂行を期することとしている。そのために
はこれまでの効果を十分に検証し、予算の執行を
効率化するとともに、原発事故への対応を含めて
引き続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被
災地における企業の定着、雇用確保を図ることが
重要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。

○環境問題に対する税制上の対応として、欧米な
どの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネ
ルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点から
十分な検討が行われる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理
解しているとは言いがたい。学校教育はもとより、
社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上
を図っていく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/
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を図っていく必要がある。
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１.財政健全化に向けて
○２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期
高齢者となる節目の年であり、社会保障給付の急
増が見込まれる「２０２５年問題」と称されている。
政府が歳出・歳入の一体改革に本気で取り組めば、
２０２５年度のＰＢ黒字化は決して達成できない目標
ではないことを強調しておきたい。
○感染症拡大が収束段階になった際には、税制だ
けではなく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感
をもって日本経済の本格的な回復に向けた施策を
講じる必要がある。なお、相応の需要喚起を行うこ
とも必要ではあるが、それがバラマキ政策となら
ないよう十分配慮すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後
には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよ
う準備を進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出に
ついては、聖域を設けずに分野別の具体的な削減
の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行する
よう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にある。適
正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点
化・効率化」によって可能な限り抑制しないかぎり、
持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化は
達成できない。
○社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。
これを踏まえ公平性を確保したうえで、その役割と
範囲を改めて見直す必要がある。次なる新型感染
症が発生した場合に備える意味でも、抜本的な医

療制度改革の議論を開始する必要がある。
○医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジ
タル化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。
令和４年度は診療報酬の改定年となるが、給付の
急増を抑制するために診療報酬（本体）の配分等を
見直すとともに、ジェネリックの普及率をさらに高
める。

3．行政改革の徹底
○地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」
の精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施策につ
いて、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革
を断行するよう強く求める。
・国･地方における議員定数の大胆な削減、歳費の
抑制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の公
務員削減と能力を重視した賃金体系による人件
費の抑制。

１．新型コロナウイルスへの対応
○中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済
の活性化と雇用の確保などに大きく貢献している。
いわば経済社会の土台ともいえる存在であり、こ
れが立ち行かなくなれば、経済全体にとっても取り
返しのつかない事態に陥る。政府と自治体は複雑
で多岐にわたるコロナ対策の周知・広報を徹底す
るとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな
給付を行い、中小企業が存続を図れるよう全力で
取り組む必要がある。

2．法人税関係
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を

本則化すべきである。また、昭和５６年以来、８００万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。
○租税特別措置については、公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整
理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革
新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり
制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例措置については、損金算入額の上限（合計３００
万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、そ
れが直ちに困難な場合は、令和４年３月末日まで
となっている特例措置の適用期限を延長する。

3．消費税関係
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コスト
および税収確保などの観点から問題が多い。この
ため、かねてから税率１０％程度までは単一税率が
望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見
直しで対応するのが適当であることを指摘してき
た。国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて
見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
り重要な課題となっている。消費税の制度、執行面
においてさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」
導入に向け、本年１０月より「適格請求書発行事業
者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事
業者等の事業継続に大きな困難をもたらしており、
さらなる事務負担を求めれば休廃業を加速するこ
とになりかねない。現行の「区分記載請求書等保存
方式」を当面維持するなど、弾力的な対応を求める。

4．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
る。中小企業が相続税の負担等によって事業が承
継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことに
なる。平成３０年度の税制改正では比較的大きな見
直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要
である。
○我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本
格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に
資する相続については、事業従事を条件として他
の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業
用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の
創設を求める。
○取引相場のない株式の評価については、企業規

模や業種によって多様であるが、企業価値を高め
るほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が
あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが
指摘されている。取引相場のない株式は換金性に
乏しいこと等を考慮し、評価のあり方を見直すべき
である。

　○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
や行政組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応
じた役割分担がなされていなかったことが浮き彫
りとなった。これを機に、緊急時の医療体制を整備
する必要があるが、そのためには国と地方、さらに
自治体間の情報共有が不可欠であり、改めて広域
行政の必要性を強調しておきたい。

 ○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域民間の知恵と工夫により、
新たな地場技術やビジネス手法を開発していくこ
とが不可欠である。その際に最も重要なのは、地
方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任で必
要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案し実
行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和
３年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創生
期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円滑か
つ着実な遂行を期することとしている。そのために
はこれまでの効果を十分に検証し、予算の執行を
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災地における企業の定着、雇用確保を図ることが
重要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。
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どの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネ
ルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点から
十分な検討が行われる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理
解しているとは言いがたい。学校教育はもとより、
社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上
を図っていく必要がある。
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　                     　　  新商品発表会、経

　　　　　　　　　　　　　営画発表会、大掛か

　２０２０年から始まったコロナ禍。ワクチン接

種は進んでいるものの、終息にはまだ時間がかか

りそうです。

　すでに一年半以上が経過しましたが、この間、

情報通信業界は業績が安定していましたし、自動

車などの輸送機器製造業などは業績を伸ばしてい

ます。

　一方で、営業自粛を求められた飲食業や宿泊業

は非常に苦しく、地域の細かなニーズに対応する

中小企業は全般的に厳しい状況に置かれたままだ

といえるでしょう。

　昔から企業は〝環境適応業〟だといわれます。 

この度のコロナ禍はまさに環境の激変要因であり、

私たちにはこの状況を変えることなど決してでき

ません。

　そうなると我々事業者は、この環境に適応して

自らを変えていくしかないのです。

　コロナ禍の中、このような状況においてもうま

く環境変化に適応している方々にたくさんお会い

しました。

　一人目は居酒屋を経営されている方です。

　私が仲間とお店に伺ったのは、緊急事態宣言発

出前夜でまさに明日から休業というタイミングで

した。聞いてみると夜の営業はしているものの客

足はかなり減っていて昼間中心の商売を従業員と

共に考えていたとのこと。

　これから鰻屋を開く準備のため、緊急事態の時

期を大切に使いたいとおっしゃいました。

　もう一人は運送業を長く続けておられる会社の

社長。

　ここ数年、荷主からの要望は増える一方、いた

だける料金は減少ぎみで閉塞感の中にあったとの

こと。

　営業部署のメンバーと相談し、コロナで既存客

減少がさらに続くことが予想されたため、まった

く異なる業界の新規開拓に挑むのだと話されまし

た。

　このように多くの会社が環境の激変に対して適

応しようとするのですが、従業員にとってはこれ

までのやり方を変えるという意識上もスキル上も

大きな転換が求められます。

　せっかく慣れ親しんだ習慣を変えるというのは

苦痛であることの方が多いと思います。

　それでも共にピンチを乗り切ろうと頑張る従業

員がいる会社も多数あります。

　しかし逆に従業員の賛同を得られず、社長だけ

がかけずり回るというケースも。

　その違いは何なのかについて３点に絞ってポイン

トを紹介します。

　コロナ禍にあって、従業員の皆様も不安であっ

たことでしょう。

　不安を払拭するために経営者ができるのは、将

来像を示し未来への期待や希望を感じてもらうこ

とではないでしょうか。

　すでに多くの経営者の皆様が「これまでやりた

かったけれどなかなかできなかったこと」、「ま

とまった時間がなく手をつけられなかったこと」、

先の居酒屋さんや新分野への営業活動を実施する

運送会社と同じようなことを始められていること

でしょう。

　この時、従業員にとって大切なことは、これま

での働き方とは違うルールが生まれてくることで

す。

　居酒屋で元気よく勢いのある接客をしていたス

タッフは、鰻屋のおちつきある雰囲気づくりに行

動を変えねばならないかもしれません。

　お客様ごとに丁寧な営業打ち合わせがモットー

だった営業員は、数多くの新規営業先回りにシフ

トせねばならないかもしれません。

　　この時どんな行動を重視しなければならないの

かについて従業員を迷わせているようでは経営者

の仕事をしていることにはならないでしょう。

　こちらは駅待ちや街中を流してお客様を取って

いたタクシー会社が、指名依頼中心、福祉タクシ

ーなどへ展開していこうとしたときに立案した行

動基準（一部・抜粋のみ、右上掲載）です。

　従業員との話し合いの中から約束事が立案でき

ることが理想といえます。

　将来へのビジョンだけでなく、次なる環境下に

おける行動・思考ルールを示してやり、判断や行

動を迷わせないことが重要です。

　せっかくあるべき姿を描き、従業員が取るべき

行動を定めたのならば、さらにその動きを加速さ

せたいものです。リーマンショックのころ、先ほ

どの運送会社と同じように新規営業開拓で何とか

乗り切ろうとした会社がありました。

　その会社は営業チームを２つ作り、一つを既存

顧客担当、もう一つを新規顧客担当としたそうで

す。そもそも既存顧客から受注するのと、新規顧

客から受注するのではその労力の差は６倍とも８

倍ともいわれるほどで他では扱いのない価値ある

製品を扱っているなどの事情がない限り、新規営

業の成功率は低いものです。

　既存顧客と対応していれば前年比では減少して

いてもそれなりの数字は上がります。一方の新規

顧客対応チームの数字は上がってこない。　

　この状況で社長は新規チームに日々檄を飛ばし

ていたのですが、ボーナスの査定において既存チ

ームに高い評価を与えてしまったのです。

　これには営業員たちが憤慨し、新規チームでは

離職者が相次ぎました。そのうち新たな動きはパ

タリと止まったということです。

　新たな動きは成果が出るまでにかなりの時間が

かかるものです。上記の鰻屋もお客様が定着する

までには時間がかかるでしょう。

　その間は成果というよりもプロセスや行動変化

をきちんと評価してあげるべきなのです。

　評価における不公平感を生み出してしまうと、

新たなチャレンジに従事する従業員の士気をそぐ

ことは間違いありません。

　将来なりたい姿を描き、従業員のやる気を高め

た後に問題となるのは、目の前に立ちはだかる課

題をクリアできるだけの能力が身についていない

場合です。将来なりたい姿を描き、従業員のやる

気を高めた後に問題となるのは、目の前に立ちは

だかる課題をクリアできるだけの能力が身につい

ていない場合です。

　鰻屋であれば、マネジャーに抜擢した若手社員

には売上や顧客の管理、あるいは労務・部下の管

理などのマネジメント能力がない、運送会社であ

れば営業員に新規営業を実践するだけの交渉スキ

ルや人間関係スキルあるいは話法等の基本スキル

がないという場合もあるでしょう。

　この時、従業員が自ら学んでくれたら最も効率

的ですが、新分野であるが故になかなかそうはい

かないでしょう。

　教育予算が潤沢であればコンサルタント会社や

社員教育会社に事情を話して自社流にカスタマイ

ズした方法で研修等が実施できれば良いのですが、

なかなかそれほど余裕のある会社も少ないと思わ

れます。その時多くの会社がどうするかというと、

参加料が格安で短時間で実施されるという理由で、

各種団体などが催す研修会などに社員を送り出そ

うということになりがちです。

　ただ、このような研修会はさまざまな会社の従

業員が集まりますから、講師は一般論中心で語ら

ねばなりません。一般論をはずれて講師の持論を

展開することもあるでしょうが、これとてその論

が自社にばっちり合うとも思えません。そうなる

と会社の姿を描き、評価や人事の仕組みで動機づ

けた自社流の動きが、一つのベクトルでつながら

なくなってしまう可能性がでてくるのです。

　ただ勘違いしてほしくないのは、このような教

育方法が間違っているとか悪いと、言っているの

ではないということです。

　経営トップ自らも参加してみて、良いところだ

けを受け入れるというのも良いし、参加した従業

員から内容を話してもらって自社で取り入れられ

るものを厳選すれば一つのベクトルが保てること

になるでしょう。　経営ビジョン、評価、教育を

一本筋の通ったものにすることが非常に重要なの

です。

　以上、〝従業員とともにコロナ禍を乗り切る〟

ための経営者の思考術について３つのポイントを

紹介しました。ワクチンの接種も進んでいますし、

抗体カクテル療法なども出てきましたが、もうし

ばらくこの混乱は続く可能性があります。

　まだ将来の姿も描き切れていない！新たな動き

を始められていない！という経営者の皆様も遅く

ありません。

　ウィズコロナ、そしてアフターコロナ時代にお

いて従業員と共に幸せになる方法を模索してみて

ください。

ありたい会社の姿を描き、そこで求め
られる行動をはっきりとさせよう

慎重に教育を組み立てよう

行動には報いよう

乗り越える！乗り越える！逆境逆境をを
従業員とともに

コロナ禍を乗り切るための
従業員とともに

コロナ禍を乗り切るための

経営者の思考術経営者の思考術株式会社リーダーラボ代表取締役　大野敬浩

■お客様を迎えに上がった時は必ずドアサービ
　スを行います
■お客様の安全のため、シートベルトのご案内
　を必ずします
■利用する道路・経由地の希望をお客様にお聞
　きします。一任された時は、最も効率的なル
　ートを提案します
■車内温度が適切かどうかお客様に確認します
■お客様の身体状況や体調などに配慮し、気持
　ちを汲みながら接客します

〇〇タクシー　新行動基準（一部抜粋）
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公益社団法人上野法人会 ・女性部会令和 3 年度 主催：公益社団法人上野法人会
後援：国 税 庁

税に関する絵はがきコンクール

東京上野税務署長賞 上野法人会長賞 台東区長賞

入選作品
　発表！

　女性部会（中立部会長）では、税に関する絵はがきコンクールを開催いたしました。
台東区内小学校 9校の 6年生を対象に募集し、533 作品の応募がありました。

優秀賞
（優秀賞：五十音順）
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台東都税
   事務所長賞女性部会長賞

堀江 みうさん
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森 
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絢
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ん
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金
曽
木
小
学
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）
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石川　葵さん
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山田 悠月さん
　（大正小学校）

栗田 萌杏さん
　（黒門小学校）

大貫 結衣さん
　（根岸小学校）
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辻
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税務署からのお知らせ

税務職員ふたば

年末調整に関するご相談は

令和３年１０月から

に関するご相談は
確定申告の

令和４年１月中旬から

所得税

※具体的な日程は、国税庁ホームページで
　お知らせします。

その質問、

に
相談してみませんか？

チャットボットチャットボット

・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること

・年末調整で適用される控除に関すること

・令和 3年分の税制改正に関すること

・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること　など

・確定申告の手続に関すること

・給与所得、年金の所得に関すること

・配当所得、株式の譲渡所得に関すること

・医療費控除、住宅ローン控除に関すること

・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除（ふるさと納税）、  雑損

  控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者（特別）控除、扶養控除、基礎控除に関すること

・e-Tax や確定申告書等作成コーナーの操作に関すること

・令和 3年分の税制改正に関すること

※メンテナンス期間を除きます。

利用可能２４時間

チャットボットの相談範囲

主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い次の事項に対応しています。

“年末調整”に関するご相談

“所得税の確定申告”に関するご相談
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質問をすると…

答えがすぐに表示されます。

詳しい情報は、

参考情報のリンク　  をクリック

・チャットボットは、AI（人工知能）を活用して自動で回答するウェブサービスです。

 国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp) からご利用いただけます。

・画面は所得税の確定申告に関する相談のイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

・令和 3年 10 月から同年 12 月まで令和 3年分の年末調整に関するご相談に対応します。

 令和 4年 1月から令和 3年分の所得税の確定申告に関するご相談を開始する予定です。

・メンテナンス等によりご利用できない場合があります。

質問のしかたは  通り２

１.                   から選択するメニュー

２.　　　　で入力する文字

スマホでのご利用は
こちらから！

国税庁 法人番号7000012050002

よくある質問などはメニューから選択して、

質問することができます。

　話し言葉、キーワードなどの文字で入力して

質問することができます。

どのメニューを選んでいいかわからない場合

などは、こちらから入力して質問することが

できます。

国税庁　ふたば
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委員会報告委員会報告

部会報告部会報告

第 1回公益事業委員会

青年部会

女性部会

「税金ジュニアスクール」
青年部会（桜井部会長）では税についての大切さを感
じてもらうことを目的とした租税教室「税金ジュニア
スクール」を台東区内小学校９校で実施しました。
４月の平成小学校、６月の金曽木小学校・黒門小学校・
根岸小学校・上野小学校・東泉小学校、７月の大正小
学校・忍岡小学校に続き、１０月に谷中小学校で実施
しました。新型コロナウイルス感染症対策を講じ、学
校関係者、東京上野税務署の協力のもと、９校での実
施を無事終えることが出来ました。

租税教室

令和 3年 10 月 14 日（木）10：50 ～ 11：35

[ と　き ] 令和３年１０月１９日 （火） 11 ： 00 ～
[ ところ ] 朝日信用金庫西町ビル７階

【議  題】　１） 税を考える週間 「大型講演会」 について

　　　　　　 ２） その他

第 1回正副部会長会議
第 1回幹事会

[ と　き ] 令和３年９月１４日（火）13：30 ～
[ところ ] 朝日信用金庫西町ビル７階

[と　き ] 令和３年９月２８日（火）
　　　　　　　　　　　　14：00 ～
[ところ ] 朝日信用金庫西町ビル７階

志賀委員長 常見担当副会長 松田統括官 小森上席調査官

中立部会長

中立部会長

松田法 1統括官

小森上席調査官

（司会）
鍔副部会長

女性部会（中立部会長）では、新
型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、三密対策を十分に施
し、正副部会長会議を開催しまし
た。下期事業予定等協議の後、「税
に関する絵はがきコンクール」審
査会を開催し、入選作 20 作品を選
出しました。

女性部会（中立部会長）
では、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点
から、三密対策を十分に
施し、第 1 回幹事会を開
催しました。「税に関す
る絵はがきコンクール」
審査会についての報告や
令和 3 年度の下期事業に
ついて協議しました。

公益事業委員会（志賀委員長）では、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、三密対策を十分に施し、第 1 回公益事業委員会を
開催しました。11月19日に開催予定の「大型講演会」（牧野健太郎氏「浮
世絵からお江戸にタイムスリップ」）についての打合せや、今後の事
業についてなどを協議しました。

谷中小学校
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　コロナ対応ということで在宅ワークも随分、

日常的な働き方になってきました。その働き方

の中で浸透したのが、ＺｏｏｍやＴｅａｍｓなど

によるネット会議という手法ではないでしょう

か。今では日常的な会議に加え、様々な講演会

もネット上で開催されることが増え、おかげで

それまで物理的距離のあった地域からでも容易

に参加でき、情報収集も便利になりました。

　ところが、読売新聞が２０２１年８月に行っ

たアンケート調査によると、対象とした国内の

主要企業１２１社のうち、在宅ワークの実施企

業１０４社の中で特に社員同士の「コミュニケー

ション不足」が課題だとしたのは９１社、約９

割にのぼったといいます。

　ネット会議は、会議参加者の顔も見え、電話

やメールに比べて話し手の様子も受け取れて、

さぞかしコミュニケーションは豊かになっただ

ろうと思うのに、実は「不足」だというのです。

そこで、コミュニケーションに用いる「日本語」

の特徴と、会話の受け手が話者から受け取る様々

な情報の重みを種類で整理した「メラビアンの

法則」から、この問題を眺めてみました。
　百聞は一見に如かず。ただでさえ日本語によ

る会話は、非言語情報をベースとする「共話」

型です。こうなると、在宅ワークで円滑なコミュ

ニケーションを促すには、「見た目、しぐさ、

表情、視線」を届けるためネット会議はカメラ

をＯＮにして「顔出し」で行うことが、最低限

のことになりそうです。

　加えて、アメリカの心理学者アルバート・メ

ラビアンの実験によると、視覚、聴覚、言語の

３つの情報がそれぞれ異なった印象を発信した

場合、受け手は「見た目、しぐさ、表情、視線」

という視覚情報を５５％、「声の質や大きさ、

話す速さ、口調」という聴覚情報を３８％、「言

葉そのものの意味、会話の内容」という言語情

報による部分は７％という比重で、発話者の意

図を判断していたといいます。

　たとえば、「笑いながら、叱る」のように視

覚情報が「ポジティブ情報（笑っている、明る

い表情）」であると、聴覚情報が「ネガティブ

情報（低いトーン、怒った声）」であり、言語

情報も「ネガティブ情報（叱られている内容や

言葉遣い）」であっても、５５％の視覚情報の

ポジティブという傾向が効き、受け手には「怒っ

ていない」というメッセージとなって伝わって

しまうというのです。

　日本語による会話の特徴を「共話」型と名付

けた日本語教育学者の水谷信子氏によると、日

本語は話し手と聞き手という区別が曖昧で、共

に「気配」という非言語情報で共通理解を求め

ながら２人の会話を絡ませ合い、１本の線のよ

うにつながっていくような話し方が特徴だとい

います。

　たとえば、Ａ「あのう、お忙しいところ誠に恐

れ入りますが…」、Ｂ「いえ、いいですよ」、Ａ「こ

の間、お願いしたことなんですが…」のように

です。つまり、日本語では、話者が発話を続け

るために聞き手が行う頷きなどの態度やしぐさ

といった非言語情報がとても重要ということに

なりそうです。

【筆者紹介】玄間千映子（げんま・ちえこ）　

㈱アルティスタ人材開発研究所代表。
國學院大學卒。米インマヌエル大学大学院卒後、
米スタンフォード大学ビジネススクール修了。現
在、信州大学のコーディネーター兼技術アドバイ
ザー他、団体役員などを併任。著書に『朗働の時代』

『ジョブ・ディスクリプション一問一答』『リスト
ラ無用の会社革命』など。

ネット会議は「顔出し」で
（株）アルティスタ人材開発研究所　

代表 玄間千映子

■令和３年１１月発行　　■発行人　広報委員会　委員長　木村雄二　　■発行所　公益社団法人上野法人会

　(〒110-0015　台東区東上野1-2-1　朝日信用金庫西町ビル５階　ＴＥＬ5818-1151　ＦＡＸ5818-1141）

表紙　≪寛永寺清水観音堂　月の松　から弁天堂を望む≫ 　



税の提言活動
公平で健全な税制の実現を目指して会員企業の意見や要望を反映し
ながら、税のあるべき姿や将来像を見据えて建設的な提言を行ってい
ます。法人会の提言活動は、法人税率の引き下げなど、中小企業の活
性化に資する税制の構築に寄与しています。

税と経営の研修
税務署の講師や税理士による税務研修会、決算法人説明会、年末調
整説明会など様々な研修会を開催しています。その他、各種セミナー
や会員交流会などで、あらゆる業種の経営者と知り合うことができ、
　　　新しい仕事のつながりができる絶好のチャンスとなります。

税の啓発活動
女性部会が主体となり、小学生を対象に税をテーマにした絵はがきコ
ンクール等を実施し、税の普及・啓発活動に取り組んでいます。また、
企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、法人会自
主点検チェックシートの活用を推奨しています。

租税教育活動
次代を担う児童・生徒の皆さんに、税がこの社会で果たしている役割
の重要性を正しく理解し、関心を持っていただくため、租税教育用テ
キスト等の刊行や、法人会役員・青年部会員が「租税教室」を実施する
など、多彩な租税教育活動を展開しています。

法 人 会 に 入 り ま せ ん か？

7０年を超える歴史をもつ、約75万社が加入する経営者の団体です。
税のオピニオンリーダーとして、税の活動を中心に企業の発展を支援しています。
「税の知識が身につく」「人脈が広がる」「地域社会に貢献できる」などのメリットがあります。


